
 四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。 

令和８年３月２４日 

四日市市長  森  智 広     

 

四日市市条例第１７号 

   四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例（昭和５２年四日市市条例第３１号）

の一部を次のとおり改正する。 

 

改正後 改正前 

 （運動施設の管理） 

第３条 運動施設の管理は、法第２４４

条の２第３項により、法人その他の団

体であって市が指定するもの（以下「指

定管理者」という。）に行わせることが

できる。 

  

 （指定管理者の業務の範囲） 

第４条 指定管理者が行う業務の範囲

は、次のとおりとする。 

(1) 次条に規定する使用許可、第１１

条に規定する使用許可の取消し、第

１２条に規定する特別の設備の設置

許可その他使用許可に関する業務 

(2) 第７条に規定する利用料金の徴

収、第８条に規定する利用料金の減

免、第９条に規定する利用料金の還

付その他利用料金に関する業務 

(3) 維持管理に関する業務 

(4) 前３号に定めるもののほか、運動

施設の運営に関して市長が必要と認

めた業務 



  

（使用の許可） （使用の許可） 

第３条 運動施設を使用しようとする者

は、あらかじめ市長の許可を受けなけ

ればならない。 

第５条 運動施設を使用しようとする者

は、あらかじめ指定管理者の許可を受

けなければならない。 

２ 市長は、前項の許可に際し、管理上必

要な条件を付けることができる。 

２ 指定管理者は、前項の許可に際し、管

理上必要な条件を付けることができ

る。 

  

（使用の制限） （使用の制限） 

第４条 市長は、次の各号のいずれかに

該当するときは、運動施設の使用を許

可しない。 

第６条 指定管理者は、次の各号のいず

れかに該当するときは、運動施設の使

用を許可しない。 

(1)から(3)まで （略） (1)から(3)まで （略） 

  

（使用料） （利用料金） 

第５条 運動施設の使用について許可を

受けた者（以下「使用者」という。）は、

許可と同時に使用料を前納しなければ

ならない。ただし、市長が特別の理由が

あると認めたときは、使用後に納付す

ることができる。 

第７条 運動施設の使用について許可を

受けた者（以下「使用者」という。）は、

許可と同時に利用料金を前納しなけれ

ばならない。ただし、別に市長が定める

基準に従い、指定管理者が特別の理由

があると認めたときは、使用後に納付

することができる。 

２ 前項に定める使用料の額は、別表第

２から別表第４までに定める額とす

る。 

２ 前項に定める利用料金の額は、別表

第２から別表第４までに定める額の範

囲内において指定管理者があらかじめ

市長の承認を得て定める額とする。 

 ３ 利用料金は、法第２４４条の２第８

項の規定に基づき、指定管理者の収入

として収受させるものとする。 

  

（使用料の減免） （利用料金の減免） 

第６条 市長は、別に定める基準に従い、 第８条 指定管理者は、別に市長が定め



使用料を減免することができる。 る基準に従い、利用料金を減免するこ

とができる。 

  

（使用料の還付） （利用料金の還付） 

第７条 既納の使用料は還付しない。た

だし、市長は、別に規則で定める基準に

従い、その全部又は一部を還付するこ

とができる。 

第９条 既納の利用料金は還付しない。

ただし、指定管理者は、別に規則で定め

る基準に従い、その全部又は一部を還

付することができる。 

  

（権利の譲渡等の禁止） （権利の譲渡等の禁止） 

第８条 （略） 第１０条 （略） 

  

（使用許可の取消し等） （使用許可の取消し等） 

第９条 市長は、次の各号のいずれかに

該当するときは、使用の条件を変更し、

若しくは使用を停止し、又は使用の許

可を取り消すことができる。 

第１１条 指定管理者は、次の各号のい

ずれかに該当するときは、使用の条件

を変更し、若しくは使用を停止し、又は

使用の許可を取り消すことができる。 

(1)から(3)まで （略） (1)から(3)まで （略） 

  

（特別の設備） （特別の設備） 

第１０条 使用者は、運動施設に特別の

設備を設置しようとするときは、あら

かじめ市長の許可を受けなければなら

ない。 

第１２条 使用者は、運動施設に特別の

設備をしようとするときは、あらかじ

め指定管理者の許可を受けなければな

らない。 

  

（原状回復の義務） （原状回復の義務） 

第１１条 使用者は、運動施設の使用が

終わったとき又は第９条の規定により

使用を停止され、若しくは使用許可を

取り消されたときは、直ちに運動施設

を原状に回復しなければならない。 

第１３条 使用者は、運動施設の使用が

終わったとき又は第１１条の規定によ

り使用を停止され、若しくは使用許可

を取り消されたときは、直ちに運動施

設を原状に回復しなければならない。 

２ 使用者が前項の義務を履行しないと

きは、市長においてこれを代行し、使用

２ 使用者が前項の義務を履行しないと

きは、指定管理者においてこれを代行



者からその費用を徴収するものとす

る。 

し、使用者からその費用を徴収するも

のとする。 

  

（損害賠償の義務） （損害賠償の義務） 

第１２条 （略） 第１４条 （略） 

  

（免責） （免責） 

第１３条 この条例に基づく処分によっ

て生じた損害については、市はその責

めを負わない。 

第１５条 この条例に基づく処分によっ

て生じた損害については、市及び指定

管理者はその責めを負わない。 

  

（管理の代行等） 

第１４条 市長は、運動施設を管理上必

要があると認めるときは、法第２４４

条の２第３項の規定により、法人その

他の団体であって市が指定するもの

（以下「指定管理者」という。）に管理

を行わせることができる。 

２ 前項の規定により指定管理者に管理

を行わせる場合の当該指定管理者が行

う業務は、次に掲げる業務とし、指定管

理者は、この条例及びこれに基づく規

則の規定に従って誠実に運動施設を管

理しなければならない。 

(1) 第３条に規定する使用許可、第９

条に規定する使用許可の取消し、第

１０条に規定する特別の設備の設置

許可その他使用許可に関する業務 

(2) 第５条に規定する使用料の徴収、

第６条に規定する使用料の減免、第

７条に規定する使用料の還付その他

使用料に関する業務 

(3) 維持管理に関する業務 

 



(4) 前３号に掲げるもののほか、運動

施設の運営に関して市長が必要と認

めた業務 

３ 第１項の規定により指定管理者に管

理を行わせる場合における第３条から

第７条まで、第９条から第１１条まで、

第１３条及び別表第２から別表第４ま

での規定の適用については、第３条及

び第４条中「市長」とあるのは「指定管

理者」と、第５条中「使用料」とあるの

は「利用料金」と、同条第１項中「市長」

とあるのは「別に市長が定める基準に

従い、指定管理者」と、同条第２項中「別

表第２から別表第４までに定める額」

とあるのは「別表第２から別表第４ま

でに定める額の範囲内において指定管

理者があらかじめ市長の承認を得て定

める額」と、第６条中「使用料」とある

のは「利用料金」と、「市長」とあるの

は「指定管理者」と、「別に定める基準

に従い」とあるのは「別に市長が定める

基準に従い」と、第７条中「使用料」と

あるのは「利用料金」と、「市長」とあ

るのは「指定管理者」と、第９条、第１

０条及び第１１条第２項中「市長」とあ

るのは「指定管理者」と、第１３条中

「市」とあるのは「市及び指定管理者」

と、別表第２中「専用使用料」とあるの

は「専用利用料金の上限額」と、別表第

３中「個人使用料（普通使用券）」とあ

るのは「個人利用料金の上限額（普通使

用券）」と、別表第４中「回数使用券」

とあるのは「回数使用券の上限額」と、



別表第２から別表第４までの備考中

「使用料」とあるのは「利用料金の上限

額」とする。 

４ 第１項の規定により指定管理者に管

理を行わせる場合における利用料金

は、法第２４４条の２第８項の規定に

基づき、指定管理者の収入として収受

させるものとする。 

  

（委任） （委任） 

第１５条 （略） 第１６条 （略） 

 

改正後 

別表第１（第２条関係） 

 名称 位置  

 （略）  

 四日市市桜テニスコート（以下「桜

テニスコート」という。） 

四日市市桜町６９００番地  

 （略）  

 

 

改正前 

別表第１（第２条関係） 

 名称 位置  

 （略）  

 四日市市桜テニスコート（以下「桜

テニスコート」という。） 

四日市市桜町６，９００番地  

 （略）  

 

 

改正後 

別表第２（第５条関係） 



  専用使用料 

 名称 使用区分 時間区分  

 午前（午前

９ 時 か ら

正午まで） 

午 後 （ 午

後 １ 時 か

ら 午 後 ４

時 ３ ０ 分

まで） 

夜間（午後

５ 時 ３ ０

分 か ら 午

後 ９ 時 ま

で） 

全日（午前

９ 時 か ら

午 後 ９ 時

まで） 

 

 （略）  

 霞 ケ 浦 第 １

野球場 

アマチ

ュアス

ポーツ 

入 場 料

金 の 類

を 徴 し

な い 場

合 

午前９時から午後９時まで（ただし、４月１日か

ら１０月３１日までは午前６時から午後９時ま

で） 

２時間につき ４，４００円 

 

 入 場 料

金 の 類

を 徴 す

る場合 

１７，６

００円 

（午後１

時から午

後５時ま

で） 

２６，４

００円 

（午後５

時から午

後９時ま

で） 

３５，２

００円 

（午前９

時から午

後９時ま

で） 

７９，２

００円 

 

 アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入 場 料

金 の 類

を 徴 し

な い 場

合 

３９，６

００円 

（午後１

時から午

後５時ま

で） 

５９，４

００円 

（午後５

時から午

後９時ま

で） 

７９，２

００円 

（午前９

時から午

後９時ま

で） 

１６０，

３００円 

 

 入 場 料

金 の 類

を 徴 す

る場合 

午前９時から午後９時まで ２２０，０００円  

 室 内 練 習 場 ( １

面) 

午前９時から午後９時まで 

（ただし、４月１日から１０月３１日までは午

前６時から午後９時まで） 

 



１時間につき ２２０円 

 （略） アマチ

ュアス

ポーツ 

（略）  

 霞 ケ 浦 第 ３

野球場 

 

 入 場 料

金 の 類

を 徴 す

る場合 

（略） （午後１

時から午

後５時ま

で） 

２６，４

００円 

（午後５

時から午

後９時ま

で） 

３５，２

００円 

（午前９

時から午

後９時ま

で） 

７９，２

００円 

 

 （略） 入 場 料

金 の 類

を 徴 し

な い 場

合 

（略）  

 温水プール 午前９時から午後９時まで 

１レーン１時間につき １，４００円 

 

 （略） （略）  

 （略）  

 霞 ケ 浦 第 １

野 球 場 会 議

室 

  （略） （午後１

時から午

後５時ま

で） 

８８０円 

（午後５

時から午

後９時ま

で） 

８８０円 

（午前９

時から午

後９時ま

で） 

２，６４

０円 

 

 （略）  

 テ ニ

ス セ

ン タ

ー 

（略）  

 温水プール 

多目的室 

  午前９時から午後９時まで 

１時間につき３６０円 

 

 設備器具及び備付物品 （略）  

 備考 

  １ 使用許可時間以外の超過使用は、１時間単位とする。この場合における使用料

は、直近の時間区分（全日を除く。）の１時間当たりの金額に超過時間を乗じて得



た額とする。 

  ２ 午前・午後使用は午前９時から午後４時３０分まで、午後・夜間使用は午後１

時から午後９時までの時間とし、その使用料は各時間区分の規定料金の合計額と

する。 

  ３ 市内の小学校、中学校、幼稚園、保育所、認定こども園及び心身障害者団体が

使用する場合の使用料は、規定料金の１００分の５０の額とする。 

  ４ 高校生以下の生徒が構成員の半数を超える市内の団体が中央フットボール場を

使用する場合の使用料は、規定料金の１００分の５０の額とする。 

  ５ 楠体育館アリーナを半面使用する場合の使用料は、規定料金の１００分の５０

の額とする。 

  ６ 三滝武道館の使用料は、柔道場又は剣道場それぞれの規定料金の額とし、当該

柔道場又は剣道場を半面使用する場合の使用料は、それぞれ規定料金の１００分

の５０の額とする。 

  ７ 第１項及び第３項から前項までの場合において、その額に１０円未満の端数が

生じたときは、これを四捨五入するものとする。 

 

改正前 

別表第２（第７条関係） 

  専用利用料金の上限額 

 名称 使用区分 時間区分  

 午前（午前

９ 時 か ら

正午まで） 

午 後 （ 午

後 １ 時 か

ら 午 後 ４

時 ３ ０ 分

まで） 

夜間（午後

５ 時 ３ ０

分 か ら 午

後 ９ 時 ま

で） 

全日（午前

９ 時 か ら

午 後 ９ 時

まで） 

 

 （略）  

 霞 ケ 浦 第 １

野球場 

アマチ

ュアス

ポーツ 

入 場 料

金 の 類

を 徴 し

な い 場

合 

午前９時から午後５時まで（ただし、４月１日か

ら１０月３１日までは午前６時から午後９時ま

で） 

２時間につき ３，３００円 

 

 入 場 料 １３，２ （午後１ （午後５ （午前９  



金 の 類

を 徴 す

る場合 

００円 時から午

後５時ま

で） 

１９，８

００円 

時から午

後９時ま

で） 

２６，４

００円 

時から午

後９時ま

で） 

５３，４

６０円 

 アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入 場 料

金 の 類

を 徴 し

な い 場

合 

２９，７

００円 

（午後１

時から午

後５時ま

で） 

４４，５

５０円 

（午後５

時から午

後９時ま

で） 

５９，４

００円 

（午前９

時から午

後９時ま

で） 

１２０，

２３０円 

 

 入 場 料

金 の 類

を 徴 す

る場合 

午前９時から午後９時まで １６５，０００円  

 室 内 練 習 場 （ １

面） 

午前９時から午後５時まで 

（ただし、４月１日から１０月３１日までは午

前６時から午後９時まで） 

１時間につき ２２０円 

 

 （略） アマチ

ュアス

ポーツ 

（略）  

 霞 ケ 浦 第 ３

野球場 

 

 入 場 料

金 の 類

を 徴 す

る場合 

（略） ２６，４

００円 

３５，２

００円 

７９，２

００円 

 

 （略） 入 場 料

金 の 類

を 徴 し

な い 場

合 

（略）  

 温水プール 午前９時から正午まで 

１時間につき ７，９２０円 

 

 （略） （略）  

 （略）  

 霞 ケ 浦 第 １   （略） ９９０円 １，４３ ２，４２  



野 球 場 会 議

室 

０円 ０円 

 （略）  

 テ ニ

ス セ

ン タ

ー 

（略）  

 設備器具及び備付物品 （略）  

 備考 

  １ 使用許可時間以外の超過使用は、１時間単位とする。この場合における利用料

金の上限額は、直近の時間区分(全日を除く。)の１時間当たりの金額に超過時間

を乗じて得た額とする。 

  ２  午前・午後使用は午前９時から午後４時３０分まで、午後・夜間使用は午後１

時から午後９時までの時間とし、その利用料金の上限額は各時間区分の規定料金

の合計額とする。 

  ３ 市内の小学校、中学校、幼稚園、保育所、認定こども園及び心身障害者団体が

使用する場合の利用料金の上限額は、規定料金の１００分の５０の額とする。 

  ４ 高校生以下の生徒が構成員の半数を超える市内の団体が中央フットボール場を

使用する場合の利用料金の上限額は、規定料金の１００分の５０の額とする。 

  ５ 楠体育館アリーナを半面使用する場合の利用料金の上限額は、規定料金の１０

０分の５０の額とする。 

  ６ 三滝武道館の利用料金の上限額は、柔道場又は剣道場それぞれの規定料金の額

とし、当該柔道場又は剣道場を半面使用する場合の利用料金の上限額は、それぞ

れ規定料金の１００分の５０の額とする。 

  ７ 前４項の場合において、その額に１０円未満の端数が生じたときは、これを四

捨五入するものとする。 

 

改正後 

別表第３（第５条関係） 

  個人使用料（普通使用券） 

 名称 使用時間 使用区分 備考  

 一般 中学生以下  



 （略） （略）  

 温水プール 午前９時から 

午後９時まで 

５５０円 ２８０円  

 （略）  

 備考 

  １ 市内の心身障害者で、受付において身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保

健福祉手帳又はこれらに代わるものを提示した者の使用料は、規定料金の１００

分の５０の額とする。この場合において、その額に１０円未満の端数が生じたと

きは、これを四捨五入するものとする。 

  ２ （略） 

 

改正前 

別表第３（第７条関係） 

  個人利用料金の上限額（普通使用券） 

 名称 使用時間 使用区分 備考  

 一般 中学生以下  

 （略） （略）  

 温水プール 午後１時から 

午後８時まで 

４４０円 １２０円  

 （略）  

 備考 

  １ 市内の心身障害者で、受付において身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保

健福祉手帳又はこれらに代わるものを提示した者の利用料金の上限額は、規定料

金の１００分の５０の額とする。この場合において、その額に１０円未満の端数

が生じたときは、これを四捨五入するものとする。 

  ２ （略） 

 

改正後 

別表第４（第５条関係） 

  回数使用券 

 種別 使用区分 備考  

 一般 中学生以下  



 温 水 プ ー ル 回 数

使用券 

（６枚つづり） 

有 効 期 間  ６ 箇

月 

２，７５０円 １，４００円   

 （略）  

 備考 

  １ 市内の心身障害者で、受付において身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保

健福祉手帳又はこれらに代わるものを提示した者の使用料は、規定料金の１００

分の５０の額とする。この場合において、その額に１０円未満の端数が生じたと

きは、これを四捨五入するものとする。 

  ２ （略） 

 

改正前 

別表第４（第７条関係） 

  回数使用券の上限額 

 種別 使用区分 備考  

 一般 中学生以下  

 温 水 プ ー ル 回 数

使用券 

（６枚つづり） 

有 効 期 間  ６ 箇

月 

２，２００円 ６００円   

 （略）  

 備考 

  １ 市内の心身障害者で、受付において身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保

健福祉手帳又はこれらに代わるものを提示した者の利用料金の上限額は、規定料

金の１００分の５０の額とする。 

  ２ （略） 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



 （経過措置） 

２ 改正後の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例別表第２から別表第４ま

での規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市運動施設の使用許可に係る使

用料について適用し、同日前に行う四日市市運動施設の使用許可に係る利用料金の

上限額については、なお従前の例による。 

（シティプロモーション部スポーツ課） 

 


